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環境行政の推進体制

第１項　行政組織 	

　本県の環境行政組織は、昭和30年代後半以降、
公害問題が全国的な拡がりを見せる中、昭和40年
4月に企画部企画第一課に公害係が設置されたこ
とに端を発する。その後、公害事象の複雑化、広
域化により、企画部公害室、公害局の設置等、数
次にわたる組織改正を経て、昭和48年4月に公害
の防止、自然環境の保全及び廃棄物の処理に関す
る行政組織を一元化するためとして環境保健部が
置かれ、環境保全行政の総合的な推進を図ること
となった。さらに、平成9年4月の組織改正におい
て、環境保健部の環境部門と福祉生活部の県民生
活部門を統合して、生活環境部が誕生したところ
である。
　一方、公害防止等に関する試験研究機関として
衛生環境研究センター（昭和46年5月に公害センタ
ーとして発足。平成3年5月に現名称に改称。）を
置き、その後、同センターのさらなる機能拡充を
図るとともに、各地域における公害対策を推進す
るため保健所に公害担当職員を配置し、小規模事
業場の排水指導や公害苦情の処理等の事務を委任
するなど地域に密着した環境行政の推進体制の整
備を図っている。
　平成17年4月の組織改正により、「ごみゼロおお
いた作戦」の更なる推進をするため、「ごみゼロ
おおいた推進班」を「ごみゼロおおいた推進室」
として機能強化を図った。
　平成21年4月の組織改正により、低炭素社会構
築に向けて大分県におけるCO2削減に向けた新た
な仕組みづくりを推進するため、「地球環境対策
課」を新設した。また、温泉関連業務を企画振興
部から生活環境部へ移管するなどの見直しを行っ
たところである。
　平成21年4月現在の本県の環境保全行政組織図
は図9-1のとおりである。

第９節　県における環境行政の推進体制
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図9–1	県の環境保全行政組織（平成21年4月現在）
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生活環境部 生 活 環 境 企 画 課─環境政策・温泉班─ 環境影響評価、ＩＳＯ、環境教育・学習、
 美しく快適な大分県づくり条例、温泉

地 球 環 境 対 策 課 地球温暖化対策班─地球温暖化対策

ごみゼロおおいた推進班 ─ごみゼロおおいた作戦の推進、
ごみゼロおおいたキャンペーン

リサイクル推進班─ごみ減量化・リサイクルの推進
県民生活・男女共同参画課─県 民 活 動 支 援 班─環境ＮＰＯ

環 境 保 全 課 大 気 保 全 班─大気汚染・騒音・振動・悪臭・ダイオキ
シン対策 

水　 環　 境　 班─水質汚濁・水道・土壌汚染対策 

廃 棄 物 対 策 課 一 般 廃 棄 物 班─一般廃棄物処理対策  
産 業 廃 棄 物 班─産業廃棄物処理対策   

衛生環境研究センター─環境保全に関する調査・試験研究

福祉保健部 保 健 所・ 保 健 部─廃棄物対策、公害苦情処理、公害保健対策、 地球温暖化対策

企画振興部 景 観 自 然 室─自然保護、自然公園、希少野生動植物   

商工労働部 経 営 金 融 支 援 室─環境保全対策資金の融資
工 業 振 興 課─エネルギー対策、循環型環境産業の育成、休廃止鉱山保安対策
産 業 集 積 推 進 室─試験研究機関の研究開発、産学官連携
企 業 立 地 推 進 課─工場立地対策                               
産業科学技術センター─公害防止技術等に関する研究・企業指導 

農林水産部 農山漁村・担い手支援課─農山漁村地域におけるむらづくり
おおいたブランド推進課─農薬・肥料の取締、農地土壌汚染対策 
家 畜 衛 生 飼 料 室─畜産経営に係る環境保全 
農 村 整 備 計 画 課─バイオマスマスタープラン                  
農 村 基 盤 整 備 課─農村環境の整備、農業用水利                
森との共生推進室─環境緑化、鳥獣保護                        
森 林 整 備 室─造林、保安林、間伐                        
漁 業 管 理 課─漁場環境保全                              
漁 港 漁 村 整 備 課─漁業集落環境保全                          
農林水産研究センター─土壌汚染調査、漁業被害等調査、試験研究 

土木建築部 建 設 政 策 課─事業影響評価、建設資材リサイクル 
道 路 整 備 促 進 室─道路保全・環境整備
河 川 課─河川環境整備                              
港 湾 課─港湾環境整備                              
都 市 計 画 課 ─都市計画、屋外広告物、宅地造成規制、都市環境
公園・生活排水課─都市公園整備、下水道・生活排水処理  

（教育委員会）
義 務 教 育 課─小中学校における環境教育・学習            
高 校 教 育 課─高等学校における環境教育・学習            
社 会 教 育 課─社会教育における環境教育・学習            
文 化 課─文化財保護対策

（警察本部）
生活安全部 生 活 環 境 課 ─公害事犯の取締り
交　通　部 交 通 指 導 課─自動車排ガス取締り  

交 通 規 制 課─交通規制による自動車公害対策  
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第２項　附属機関	

　環境保全に関する基本的事項及び自然環境の保
全に関する重要事項を調査審議するため附属機関
として大分県環境審議会を設置している。この審
議会は、昭和41年6月に設置された大分県公害対
策審議会を平成6年8月に改称し、さらに平成18年

4月に大分県自然環境保全審議会と統合したもの
である。審議会の組織及び調査審議状況は図9-2
のとおりである。

＊各種審議会の委員の名簿については、資料編2．
　各種審議会委員等名簿参照。

表9-2	環境保全関係審議会の組織及び調査審議状況の概要  （平成21年４月1日）
名　称 根拠法令（設置年月日） 所掌事務 組　　織 20年度の開催状況

大 分 県
環 境 審 議 会

環境基本法第43条
水質汚濁防止法第21条
第1項
自然環境保全法 第51条
大分県環境審議会条例

（H6. 8. 1） 

知事の諮問に応じ、環境の
保全に関する基本的事項及
び自然環境の保全に関する
重要事項について、調査審
議し意見を述べること

委員 43人
総合政策部会 20人
水質部会 7人
自然環境部会   7人
温泉部会　  7人
鳥獣部会    7人
環境緑化部会   7人

（重複あり）

特別委員    5人

大分県環境審議会総会
　　　21．1．14
◦大分県新環境基本計画の推進状況に

ついて
◦大分県地球温暖化対策地域推進計画

の見直しについて

総合政策部会
　　　20．9．10
◦昭和電工㈱及びそのグループ各社と

の公害防止に関する細目協定の改正
について

◦住友化学㈱との公害防止に関する細
目協定の改正について

水質部会
　　　21．1．28
◦平成21年度公共用水域及び地下水の

水質測定計画(案)について

自然環境部会
　　　21．1．29
◦指定希少野生動植物の追加指定につ
　いて

温泉部会
　　　20．5．23　　20．7．22
　　　20．9．22　　20．11．26
　　　21．1．28　　21．3．18
◦温泉新規掘削許可申請について

◦温泉代替掘削許可申請について

◦温泉増掘許可申請について

◦動力装置許可申請について

鳥獣部会
　　　21．1．14
◦第10次鳥獣保護事業計画の変更につ

いて

環境緑化部会
　　　開催せず（審議案件なし）

大 分 県
環境影響評価
技 術 審 査 会

大分県環境影響評価条
例第48条(H11.3.16)

知事の諮問に応じ、環境影
響評価その他の手続きに関
する技術的事項を調査審議
し、意見を述べること

委員　    13人 開催せず（審議案件なし）

大 分 県
公 害 審 査 会

公害紛争処理法第13条
大分県公害紛争処理条
例

（S45.9.29）

公害に係る紛争のうち、公
害等調整委員会が管轄する
事件以外の事件について、
あっせん、調停及び仲裁を
行うこと

委員　    10人 　　　19．1．12
・大分県公害審査会委員の任命について
・大分県公害審査会に係る調停の状況に
　ついて
・最近の公害紛争処理の動きについて

大分県漁業被
害認定審査会

大分県公害被害措置救
済条例（S48.12.25）

漁業被害の補填申請に対し、
当該被害の態様が条例第9条
の規定に補填を求める者が
同第10条の規定に適合する
か審査すること

委員　    8人 　　　20．12．19
　　　21．1．13
◦赤潮の発生状況等について
◦平成20年度の赤潮発生にともなう漁業

被害の認定について




